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事故の型別死傷災害発生状況
(全業種 平成30年)

（厚生労働省「労働災害発生状況」より引用）

休業4日以上の死傷災害：127,329人、前年同期比 ＋ 5.7%
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合計 15,818人

事故の型別死傷災害発生状況
(陸上貨物運送事業 平成30年)
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（厚生労働省「労働災害発生状況」より引用）
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陸運業における業務上の腰痛発生件数
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第24条 労働災害を防止するための措置

事業者は、労働者の作業行動から生じる

労働災害を防止するために必要な措置を講じ

なければならない。

労働安全衛生法

第４章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
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労働安全とは、
「働く中でケガをしないこと、させないこと」
です。

労働衛生とは、
「働く中で心身ともに病気にならないこと、

させないこと」です。

朝、職場へ来た状態で仕事を終えて
帰ってもらうこと

労働安全衛生とは
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腰痛予防の労働衛生管理とは

労働衛生管理体制の整備

①作業管理
（作業方法、作業手順、体制など）

②作業環境管理
（照明、床面、作業スペースなど）

③健康管理
（腰痛健診、腰痛予防体操など）

④労働衛生教育
（腰痛予防のための教育・指導）
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運 送 業
（労働安全衛生法 施行令2条1号の業種）

100人～ ※

50～99人

10～49人

1～9人

※ 100人以上の事業
場では、総括安全衛生
管理者の選任が必要と
なる。

事業者

安全衛生懇談会の実施など
労働者の意見を聴く機会を設けること

安全衛生推進者
(安衛法12条の2)

事業者 産業医

事業者 産業医

総括安全衛生管理者

衛生管理者

安全管理者

安全管理者

選 任

選 任

規 模
労働者数

業 種

指 揮（安衛法10条）

（安衛法13条）

（安衛法11条）

（安衛法12条）

衛生管理者

選 任

安全・衛生委員会

事業者

安全・衛生委員会

安全衛生懇談会の実施など
労働者の意見を聴く機会を設けること

事業場の安全衛生管理体制
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●事業者は、労働者の健康を確保する責務を有しており、トップ
として腰痛予防対策に取り組むことを表明した上で、安全衛生担
当者の役割、責任及び権限を明確にしつつ、作業の実態に即し
た対策を講ずることが必要である。

●指針では、事業者が労働安全衛生管理体制を整備し、作業
管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を総合的
かつ継続的に、また事業実施に係る管理と一体的に取り組むこと
を求めている。

腰痛予防対策指針のポイント①

厚生労働省では、平成６年に発出した「職場における腰痛予防
対策指針」を、現在の腰痛に関する知見や技術革新を踏まえて
平成25年6月に改訂し、腰に負担の少ない作業方法などを示し
ています。
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●リスクアセスメント・労働安全衛生マネジメントシステム

（OSHMS）の考え方を導入している。

●指針には、腰痛の発生が比較的多い作業について具体的な予防
対策が示されており、この中には陸上貨物運送事業で多く発生する

「重量物取扱い作業」と「車両運転等の作業」が含まれている。

●人力のみによって取扱う重量物の取扱いの目安は、男性は体重
の約40％以下、女性は男性の60％くらいが適当としている。

腰痛予防対策指針のポイント②
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ｽﾃｯﾌﾟ３ 腰痛発生のリスクレベルの評価

ｽﾃｯﾌﾟ４ 評価されたリスクレベルが許容できない場合には、
作業環境や作業方法の改善などにより、腰痛発生の
リスクの回避・低減措置を検討・実施

ｽﾃｯﾌﾟ５ リスクアセスメントの結果と適切な対策を労働者等の
関係者に十分に周知

ｽﾃｯﾌﾟ２ 職場に存在する腰痛発生要因のリストアップ

ｽﾃｯﾌﾟ１ 支店長等のトップによる腰痛予防対策に取組む方針の
表明と対策実施組織の構築

腰痛予防対策の進め方
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リスクアセスメントとは、作業に潜むリスクを
洗い出し、その大きさを見積もり、

優先的に対処するものを
明確にしてリスクを低減
する措置を検討して実施
すること

※ リスクアセスメントの実施は労働安全衛生法上
の事業者の努力義務（法第２８条の２）
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リスクアセスメント

※ 中災防：リスクアセスメントとは

https://www.jisha.or.jp/
oshms/ra/about01.html
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腰痛の発生に関わる
様々な要因

心理・社会的要因

不安、ストレス、人間関係等

個 人 的 要 因

性、年齢、体格、

生活習慣、持病等

動 作 要 因

動作、作業姿勢

連続作業時間等

環 境 要 因

温度、湿度、振動、

重さ、不安定な場所等
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①自動化・省力化

腰部に過度の負担が加わるような重量物取り扱い作業、不自然な姿勢を伴う
作業では、リフターなどの昇降装置や自動搬送装置、或いは台車等の補助機器や
道具を導入するなどして省力化を図り、労働者の腰部への負担を軽減すること。

1. 重量物取り扱い作業の作業管理

腰痛リスクの回避と低減措置
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②人力による重量物の取り扱い

・人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取り扱い重量の
調整等により腰部に負担がかからないようにすること。
・満１８歳以上の男子労働者が人力のみにより取扱う物の重量は、体重の
概ね40％以下、女性は男性の60％くらいまでとなるよう努めること。
・適切な姿勢にて、身長差の少ない２人以上で作業させるよう努めること。
また、そのうち一人を指揮者とし、その者の合図・掛け声で調子を合わせること。

取り扱う重量の上限（例）

<体重60kgの男性の場合>
60㎏×0.4＝24kg

<体重60kgの女性の場合>
60㎏×0.4×0.6＝14.4㎏

体重60㎏荷の重量
24kg以下
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③荷姿の改善、重量の明示等

・荷物はかさばらないようにし、できるだけ把握することのできる手段を講じて、
取り扱いを容易にすること。
・取り扱う物の重量は、明示すること。
・著しく重心が偏った荷物は、その旨を明示すること。
・荷物の持ち上げや運搬等では、手カギ、吸盤等の補助具を活用し
持ちやすくすること。
・荷姿が大きい場合や重量がかさむ場合は、小分けにして小さく、軽量化すること。
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④作業姿勢、動作

・前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転等の不自然な姿勢はとらないようにすること。
・重量物持ち上げたり押したりする動作では、身体を対象物に近づけ、重心を
低くする姿勢をとること。
・床面から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ腰を
十分に降ろして荷物をかかえ、膝を伸ばすことで立ち上がること。
・荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。
・はい付け・はいくずし作業では、はいを肩より上で取り扱わないこと。
・中腰作業をなくすため、適切な高さの作業台を利用すること。
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危険水域

動作や姿勢による椎間板圧縮力

©All rights reserved, Ko Matsudaira, 2015
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腰を屈めて
20kgを持つ
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20kgを持つ
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Wike HJ, et al. Spine 24, 1999を元に作成
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⑤作業の実施体制

・作業時間、作業量等に応じて、作業者の人数、取り扱う重量、補助機器等が
適切に割り当てられているか検討すること。
・特に、腰部に過度の負担のかかる作業では、無理に一人で作業するのではなく
複数人で作業できるようにすること。また、人員配置は、労働者個人の健康状態、
年齢、体格、技能・経験等を考慮して行うこと。

⑥作業標準の策定

・腰痛の発生要因を排除又は低減できるように、作業動作、作業姿勢、
作業手順、作業時間等について作業標準を策定すること。
・新しい機器を導入した場合や作業内容を変更した場合等は、
その都度作業標準を見直すこと。
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作業標準の作成例



運送業で働く人のための

適切な作業手順と意識
第1章 作業を行う際の意識 ◯

1. 作業者の安全を求めて ◯

第2章 作業を行う際の基本的な姿勢 ◯

1. 負荷の大きい姿勢 ◯

2. 理想的な作業姿勢 ◯

3. 作業時間と負荷の関係 ◯

第3章 作業の手順、注意事項 ◯

1. 手順、注意事項の捉え方 ◯

2. 重量物取り扱い時のツールの有効的な活用 ◯

3. 重量物を取り扱う際の適切な姿勢 23

4. 取り扱い重量物の制限、標準化 ◯

5. 車両運転時の適切な姿勢 ◯

6. 休憩の重要性 ◯

7. 効率的な休憩とは ◯

第4章 作業に適切な環境 ◯

1. 作業環境 ◯
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第3章 作業の手順、注意事項

(3) 重量物を取り扱う際の適切な姿勢

重量物を取り扱う際は、男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、体重の概ね40％以下、女性は男性の60％くらいま

でとなるよう努め、腰部に過度な負担がかからないよう、下記の点に留意し、作業します。

1 できるだけ重量物を体に近づけ、重心を低くする

ような姿勢を取ります。
2 床面などから荷物を持ち上げる場合、片足を少し前

に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして荷物を抱え、

膝を伸ばすことによって立ち上がるようにします。

CHECK

23
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第3章 作業の手順、注意事項

(3) 重量物を取り扱う際の適切な姿勢

重量物を取り扱う際は、男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、体重の概ね40％以下、女性は男性の60％くらいま

でとなるよう努め、腰部に過度な負担がかからないよう、下記の点に留意し、作業します。

3 重量物を移動する場合には、移動する距離を少な

くします。
4 荷物を持ち上げる際には、呼吸を整え、腹圧を加え

て行います。

CHECK

CHECK
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⑦作業の組み合わせ等

・同一姿勢が連続しないようにする、他の作業と組み合わせた作業にする等、
日頃の作業や動作の見直しを行うこと。
・腰部保護ベルトは、個人により効果が異なるため、一律に使用するのではなく、
個人毎に使用の適否を判断すること。
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⑧休憩、ストレッチ等

・休憩時間を設け、その時間にはストレッチを行うなど、姿勢を変えるようすること。
・作業時間中にも小休止・休息が取れるようにすること。
・横になれる広さを有し、適切な温度調節ができる休憩設備を設けるように
努めること。
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●腰痛借金と、腰痛借金が呼び込む2大事故

髄核は、通常は椎間板の中央にありますが、前かがみでの仕事を続けていると後ろ(背中側)に

移動します。これが腰痛借金のある状態です。この腰痛借金が積み重なると、髄核が後ろへず

れたままとなり、ぎっくり腰やヘルニアといった腰での2大事故が起きる可能性が高くなってしまい

ます。

腰痛借金

L4

L5

前かがみ姿勢により髄核が
後ろへずれた状態

腰での2大事故

積
み
重
な
る
と…

線維輪が傷ついて
ぎっくり腰に！

髄核が飛び出て
椎間板ヘルニアに！

ご存知ですか？腰痛借金！

©All rights reserved, Ko Matsudaira, 2015 27



このときは中止！

痛みがお尻から
太もも以下に響く
場合は中止し、
整形外科医に
ご相談ください。

骨盤を
前へ入れる
イメージ

痛気持ち
いいくらいが

ちょうど

腰に親指をかけて腰だけ
を反らすのはNGです！
(特に反り腰姿勢の方は注意)

手はお尻に当て、
1～2回押し込む

腰痛借金対策

借金はその場で返済！「これだけ体操®」

あごは
上げない

胸を
開く

手の指先を下にしてお尻に当て、
骨盤を前へ押し出すイメージで
腰の下のほう(骨盤のすぐ上)と
ももの付け根を同時にストレッチ
します。

●どうやるの？

息を吐きながら、3秒間
腰を反らすだけ

腰痛借金の返済

後ろにずれた髄核を、
腰を反らして元の
位置に戻す

L4

L5

肩甲骨を
寄せる

両手を
できるだけ
近づける

1～2回

足は肩幅より
少し広めで
平行に開く

28
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①運転座席の改善等

・運転座席は、座面・背もたれ角度の調整が可能で、腰背部を安定に支持し、
車両の振動の減衰効果に優れたものが望ましい。
・運転に伴う姿勢の拘束や振動によるリスクの低減が重要である。
・運転開始前に適性な調整を行うこと、クッション等を用いて振動の軽減を
図ること。

2. 車両運転等の作業管理
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②運転時間などの管理

・運転座席への姿勢拘束や、振動への長時間ばく露は、腰痛の発生に
影響する恐れがある。
・走行距離や連続運転時間等の管理を適切に行い、小休止・休息をとることが
効果的である。
・小休止･休息の際は、ストレッチング等を行い、筋疲労からの回復を図ること。
また、深夜の運転等を伴う際には、仮眠の確保等についても配慮すること。
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 背もたれの角度

背もたれ角度が10～30度未満が腰痛等防止の観点から

望ましい（柴田 JNOSH-SRR-No.42：2012）

 クッションの使用

薄いクッションを複数重ねることが有効

陸災防：陸運と安全衛生 No.599 より

運転による全身振動ばく露の影響を
低減させる方法
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長時間座位姿勢で全身が振動ばく露した後は

立位バランスが不良

歩行時のつま先の上がりが不十分

このことから、運転などで長時間座位にて振動にばく露した際
は、転倒などを起こしやすい状態になっているため、直ちに荷
役作業を行わず少なくとも数分間は立った姿勢で腰を伸ばす
ことが重要

全身振動ばく露が体に及ぼす影響

陸災防：陸運と安全衛生 No.599 より
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①温度

寒冷ばく露は腰痛を悪化させ、又は発生させやすくするので、作業場内の温度を
適切に保つこと。また冬季の屋外では、防寒着の着用や暖房設備の設置に
配慮すること。

②照明

作業場所、通路、階段等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度を保つこと。

3. 作業環境管理

③作業床面

つまづきや転倒を防止するため、作業床面や通路の段差や凹凸をなくし、
防滑性、弾力性、耐衝撃性、耐へこみ性に優れたものとすること。
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④作業空間・設備の配置等

作業・動作に支障をきたす機器・設備の配置や、整理整頓が不十分な
作業空間、狭い作業空間は、腰痛の発生や悪化につながりやすいことから、
十分に広い空間を確保し、作業姿勢、動作が不自然にならないよう配慮すること。

⑤その他

・休憩室の設置、椅子の調節等をして、作業負担を少なくし、快適な休息をとって
腰部への負担を少なくすること。
・事務作業では、座面の高さ、背もたれの角度、肘掛けの高さ等を調節すること。
・交替制や長時間勤務では、休憩室や仮眠室を、利用しやすい場所に
設置すること。
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①一般健康診断の実施

事業者は、常時使用する労働者に対して年1回（深夜業を含む業務の
従事者は、6ヶ月以内に1回）定期に実施すること。
※一般健康診断は、その実施が事業者に義務付けられている。

②腰痛健康診断の実施

重量物取扱い作業等の腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する
労働者に対して、配置前及び定期的（6ヶ月以内に1回）に腰痛の健康診断を
行うように 「腰痛予防対策指針」で実施が求められている。
※別添参照:「腰痛健康診断問診票(例)」･「腰痛健康診断個人票(例)」

③腰痛予防体操

腰部を中心とした腹筋、背筋や臀部の筋肉等の柔軟性を確保し、
疲労回復を図ることを目的とした腰痛予防体操を実施すること。

4. 健康管理
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◎腰痛予防の教育

作業手順や内容の変更時に、腰痛予防教育を実施

（ア）腰痛の発生状況及び原因
・腰痛発生要因の特定及びリスクの見積り方法
・腰痛発生要因の低減措置
・作業環境・作業方法等の改善、補助機器等の使用方法など

（イ）腰痛予防体操

（ウ）KYT（危険予知訓練）
・危険を先取りする職場自主活動（職場の仲間同士の話合い、声かけ）

（エ）心理・社会的要因の留意点
・上司や同僚の支援、相談窓口の設置等の組織的対応

（オ）日常生活に関する留意点
・健康の保持増進に関わる睡眠、禁煙、運動等の習慣

5. 安全衛生教育
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状況

どんな危険がひそんでいるか 荷下ろし作業

あなたは、コンテナの中に入っているダンボール25箱（1箱：
55cm×40cm×35cm 重さ10kg）を台車に載せかえている。
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【腰痛予防の教育、書籍、講習会】
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腰痛予防労働衛生教育インストラクターコース（総合コース）

重量物取り扱い、長時間の車両運転作業などの腰部に負担の

かかる作業の管理監督者に対して行う労働衛生教育です。指

導員（インストラクター）の養成を目的として、必要な専門知識

及び教育方法等について研修します。

https://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8740_youtsu.html

ご清聴ありがとうございました

イラスト出典；「運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ」（2010年、厚生労働省・中央労働災害防止協会）



別添・陸上貨物
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